
通勤手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

　　令和７年１２月２４日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬町長　田代　　堯 

 

岬町規則第２５号 

 

　　　通勤手当支給規則の一部を改正する規則 
 
第１条　通勤手当支給規則（昭和３３年岬町規則第４号）の一部を次のように

改正する。 

第８条の２第１項第３号中「７，１００円」を「７，３００円」に改め、

同項第４号中「１０，０００円」を「１０，４００円」に改め、同項第５号

中「１２，９００円」を「１３，５００円」に改め、同項第６号中「１５，

８００円」を「１６，６００円」に改め、同項第７号中「１８，７００円」

を「１９，７００円」に改め、同項第８号中「２１，６００円」を「２２，

８００円」に改め、同項第９号中「２４，４００円」を「２５，９００円」

に改め、同項第１０号中「２６，２００円」を「２９，１００円」に改め、

同項第１１号中「２８，０００円」を「３２，３００円」に改め、同項第１

２号中「２９，８００円」を「３５，５００円」に改め、同項第１３号中「３

１，６００円」を「３８，７００円」に改め、同条第４項第１号中「１０，

０００円」を「１０，４００円」に改め、同項第２号中「１２，９００円」

を「１３，５００円」に改める。 

第２条　通勤手当支給規則の一部を次のように改正する。 

第８条の２第１項第１３号中「片道６０キロメートル以上」の次に「６５

キロメートル未満」を加え、同項第１３号の次に次の８号を加える。 

⒁　片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満のとき　４２，２００

円 

⒂　片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満のとき　４５，７００

円 

⒃　片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満のとき　４９，２００

円 

⒄　片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満のとき　５２，７００

円 



⒅　片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満のとき　５６，２００

円 

⒆　片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満のとき　５９，６００

円 

⒇　片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満のとき　６３，００

０円 

(21)　片道１００キロメートル以上のとき　６６，４００円 

附　則 

（施行期日）  

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

２　第１条の規定による改正後の通勤手当支給規則（以下「改正後の規則」と

いう。）の規定は、令和７年４月１日（岬町会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例（令和元年岬町条例第１４号）においてこれらの規定を適

用する場合は、令和８年４月１日）から適用する。 

（通勤手当の内払） 

３　改正後の規則の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正

前の通勤手当支給規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規

則の規定による通勤手当の内払とみなす。 


